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【令和5年　第1回（3月）　定例会】 3月
定例会

本
会
議
（
2
月
27
日
）

　歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
、そ
れ
ぞ
れ
2
千
3
9
1

万
円
を
追
加
し
、総
額
を

1
2
4
億
2
千
9
8
万
4

千
円
と
す
る
も
の
。

【
補
正
内
容
】

　国
が
創
設
し
た
｢出
産
･

子
育
て
応
援
交
付
金
事
業
｣

の
実
施
に
必
要
な
経
費
。

（
2
月
15
日
に
専
決
処
分
）

会　期　令和5年2月27日～3月10日（12日間）
専決処分事項の報告（1件）､当初予算審査特別委員会の設置及
び委員の選任（各1件）、当初予算（6件）、補正予算（5件）、条例制
定（2件）、条例改正（9件）、規約変更（1件）、協議会設置（1件）　

【計27件】

専
決
処
分
事
項
の
報
告

【
当
初
予
算
審
査
特
別
委
員
会
】

●
令
和
5
年
度
一
般
会
計

予
算

●
令
和
5
年
度
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
予
算

●
令
和
5
年
度
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
予
算

●
令
和
5
年
度
介
護
保
険

特
別
会
計
予
算

●
令
和
5
年
度
水
道
事
業

会
計
予
算

●
令
和
5
年
度
下
水
道
事

業
会
計
予
算

【
総
務
文
教
常
任
委
員
会
】

●
一
般
会
計
補
正
予
算

　（第
8
号
）

●
和
の
ふ
る
さ
と
王
寺
町
応

援
基
金
条
例
の
制
定

●
職
員
の
定
年
等
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

【
く
ら
し
環
境
常
任
委
員
会
】

●
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算（
第
2
号
）

●
下
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算（
第
1
号
）

●
介
護
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
2
号
）
　

●
水
道
事
業
会
計
補
正
予

算（
第
1
号
）

委
員
会
付
託
案
件

特
別
委
員
会
設
置

令
和
4
年
度
王
寺
町

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
7
号
）に
つ
い
て

【
原
案
承
認
】

奈
良
県
葛
城
地
区
清

掃
事
務
組
合
規
約
の

変
更
に
つ
い
て

　

【
原
案
承
認
】

令
和
5
年
度
王
寺
町

当
初
予
算
審
査
特
別

委
員
会
の
設
置
･
委

員
の
選
任
に
つ
い
て

【
原
案
承
認
】

奈
良
県
広
域
水
道
企

業
団
設
立
準
備
協
議

会
の
設
置
に
関
す
る

協
議
に
つ
い
て

【
原
案
承
認
】

協
議
会
設
置

規
約
変
更

　県
域
水
道
一
体
化
に
参

加
す
る
団
体
に
よ
り
令
和

5
年
2
月
に
基
本
協
定
を

締
結
し
、今
後
一
体
化
に

向
け
た
検
討
協
議
を
深
め

て
い
く
た
め
、こ
れ
ま
で

の
任
意
協
議
会
を
地
方
自

治
法
に
基
づ
く
法
定
協
議

会
と
し
て
設
置
す
る
も

の
。

　令
和
5
年
度
の
各
会
計

当
初
予
算
を
審
査
す
る
た

め
に
設
置
し
、委
員
は
議
長

を
除
く
全
議
員
を
選
任
。

　組
合
を
構
成
す
る
市
町

（
以
下
｢組
合
市
町
｣と
い

う
。）の
長
を
議
員
構
成
か

ら
除
き
、新
た
に
各
町
議
会

の
議
員
を
加
え
る
と
と
も

に
、組
合
市
町
の
長
を
委
員

と
し
た
組
合
運
営
に
係
る

重
要
事
項
等
の
意
思
決
定

を
行
う
た
め
の
運
営
協
議

会
を
設
置
す
る
た
め
に
規

約
を
変
更
す
る
も
の
。

【
改
正
内
容
】

①
定
数：24
名
↓
20
名

　（組
合
市
町
の
長
8
名

　↓
町
議
会
議
員
4
名
）

②
組
合
市
町
の
長
で
構
成

　す
る
運
営
協
議
会
を
新

　た
に
設
置
。

●
王
寺
町
下
水
道
事
業
の

設
置
等
に
関
す
る
条
例

の
制
定

●
王
寺
町
部
落
差
別
等
あ

ら
ゆ
る
差
別
を
な
く
す

こ
と
を
目
指
す
条
例
の

全
部
改
正

●
王
寺
町
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

●
王
寺
町
家
庭
的
保
育
事

業
等
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

●
王
寺
町
特
定
教
育
･
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型

保
育
事
業
の
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

●
王
寺
町
子
ど
も
･
子
育
て

会
議
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

●
王
寺
町
国
民
健
康
保
険

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

●
王
寺
町
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

本会議トピックス
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【
義
務
教
育
学
校
特
別
委
員
会
】

　（第
15
回
委
員
会
）

　開
催
日
　3
月
7
日

①
王
寺
南
義
務
教
育
学
校

大
規
模
改
造
工
事
の
視
察

を
行
い
、太
子
学
舎
に
お
け

る
ト
イ
レ
の
整
備
状
況
を

確
認
。

②
王
寺
北
義
務
教
育
学
校

二
次
造
成
工
事
等
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て

【
報
告
内
容
】

　旧
王
寺
中
学
校
の
校
舎

と
屋
内
運
動
場
の
解
体
が

ほ
ぼ
完
了
し
、現
在
、粗
造

成
中
。2
月
末
現
在
で
工

事
全
体
の
進
捗
率
は
、約

2
6
.
6
%
。

③
義
務
教
育
学
校
が
行
う

学
校
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
に
つ
い
て

【
報
告
内
容
】

　児
童
生
徒
、保
護
者
及
び

教
職
員
を
対
象
に
、令
和
4

年
12
月
に
両
義
務
教
育
学

校
で
学
校
評
価
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
。今
後
は
、そ
の

結
果
を
も
と
に
評
価
検
討

員
会
で
分
析
し
、令
和
5
年

度
の
学
校
運
営
の
改
善
に

つ
な
げ
て
い
く
。

④
義
務
教
育
学
校
で
す
す

め
る
教
育
活
動
の
点
検
・
評

価
に
つ
い
て

【
報
告
内
容
】

　
義
務
教
育
学
校
9
年
間
を

通
じ
て
、子
ど
も
に
基
礎
学
力

を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
、継

続
的
に
基
礎
学
力・活
用
力
か

ら
生
活
面
ま
で
の
現
状
把
握

と
成
果
検
証
が
で
き
る
総
合

学
力
調
査
を
５
〜
９
年
生
を

対
象
に
実
施
。ま
た
、５
年
生

を
対
象
に
、総
合
学
力
調
査
の

結
果
を
反
映
し
た
デ
ジ
タ
ル

ド
リ
ル
を
先
行
導
入
し
、デ
ジ

王
寺
町
議
会
議
員
政

治
倫
理
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

【
原
案
承
認
】

条
例
改
正

【
提
出
者
】

　北
村 

達
夫 

議
員

　近
年
、地
方
議
会
に
お
け

る
議
員
の
な
り
手
不
足
へ

の
対
応
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を

踏
ま
え
、地
方
自
治
法
の
一

部
が
改
正
さ
れ
た
。こ
の
う

ち
議
会
の
議
員
に
係
る
請

負
に
関
す
る
規
制
が
緩
和

さ
れ
、政
令
等
に
よ
り
、議

員
個
人
に
よ
る
町
に
対
す

る
請
負
の
規
制
の
対
象
か

ら
除
外
さ
れ
る
年
度
ご
と

の
総
額
が
上
限
額
3
0
0

万
円
と
さ
れ
た
た
め
、法
律

及
び
政
令
に
則
し
た
内
容

に
条
例
を
改
正
す
る
も
の
。

会
期
中
の
報
告

本
会
議
（
3
月
10
日
）

タ
ル
ド
リ
ル
の
利
活
用
の

在
り
方
に
つ
い
て
校
内
実

践
研
究
に
取
り
組
む
。

〔1〕下記のとおり検索してアクセスする方法
検 索 　王寺町議会　➡　王寺町議会/王寺町　
➡ 本会議インターネット中継

〔２〕右記のＱＲコードからアクセスする方法
※[１][２]によりアクセスすると、王寺町公式サイトの町議会の
　ページから外部サイトにリンクします。

視 聴 方 法

王寺町議会の本会議を　いつでも　どこでも
スマホ・タブレット・パソコンで
視聴できます！

議会インターネット中継配信中！！

5月11日（木）に開催した初議会（臨時会）の様子を
録画配信しています。ぜひご覧ください。

2023年（令和5年）5月　王寺町議会だより　第145号
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賛成=〇　反対=●　欠席=欠　（議長は採決に加わらない）起立採決の議案

【第1回定例会】議決結果（2月27日・3月10日）
全会一致の議案

議　　案　　名 結　果

原案承認

原案可決

（報第1号）

（発議第1号）

（発議第2号）

（議第6号）

（議第7号）

（議第8号）

（議第9号）

（議第10号）

（議第11号）

（議第12号）

（議第13号）

（議第14号）

（議第15号）

（議第16号）

（議第17号）

（議第18号）

（議第19号）

（議第20号）

（議第22号）

（議第23号）

（発議第3号）

【専決処分事項の報告】令和 4年度王寺町一般会計補正予算（第 7号）について

令和 5年度王寺町当初予算審査特別委員会の設置について

令和 5年度王寺町当初予算審査特別委員会の委員の選任について

令和 5年度王寺町下水道事業会計予算について

令和 4年度王寺町一般会計補正予算（第 8号）について

令和 4年度王寺町国民健康保険特別会計補正予算（第 2号）について

令和 4年度王寺町下水道事業特別会計補正予算（第 1号）について

令和 4年度王寺町介護保険特別会計補正予算（第 2号）について

令和 4年度王寺町水道事業会計補正予算（第 1号）について

和のふるさと王寺町応援基金条例の制定について

王寺町下水道事業の設置等に関する条例の制定について

王寺町部落差別等あらゆる差別をなくすことを目指す条例の全部改正について

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例について

王寺町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例について

王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例について

王寺町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について

王寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約について

奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する協議について

王寺町議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例について

王寺町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例について

議　　案　　名 結　果

原案可決

令和5年度王寺町一般会計予算について

令和5年度王寺町国民健康保険特別会計予算について

令和5年度王寺町後期高齢者医療特別会計予算について

令和5年度王寺町介護保険特別会計予算について

令和5年度王寺町水道事業会計予算について

王寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

幡
野

　美
智
子

楠

本

　
勝

鎌
倉

　
文
枝

松
岡

　ま
さ
ゆ
き

沖

　
優

子

大
久
保

　一
敏

小
山

　
郁
子

北
村

　
達
夫

坂
下

　
早
苗

玉
守

　
数
叔

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

欠

欠

欠

欠

欠

欠

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

欠

欠

欠

欠

欠

欠

（議第1号）

（議第2号）

（議第3号）

（議第4号）

（議第5号）

（議第21号）

本会議トピックス
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討　論

令和5年度王寺町国民健康保険
特別会計予算について

反対討論

賛成討論

幡野　美智子　議員

　令和5年度国保税は県納付金の納付に
要する費用の確保、及び令和6年度の県内
統一保険税率に段階的に近づけるものとし
て引き上げられる。40代の夫婦と子供2人
の4人家族で年収400万円の場合、月約5
万円の保険税は、あまりに高すぎる。

坂下　早苗　議員

　県内被保険者の負担の公平化を図るた
め、令和6年度の統一保険税率に着実に近
づけ、かつ急激な負担増とならないよう、基
金を活用した町独自の激変緩和措置を取る
ことにより、計画的かつ段階的な保険税率
の改正をされている。

令和5年度一般会計予算について
反対討論

賛成討論

小山　郁子　議員

　行政のデジタル化の問題点は①プライバシー侵害の拡大②住民サービス
の後退③マイナンバー制度の拡大④官民癒着の拡大である。特にマイナンバ
ーカードの取得は任意であるが、普及を進めるために生活に必須である保険
証や運転免許証を質にとり、実質的にはカードの取得を強制している。
　また自衛官募集のため、本人承諾なしに18歳と22歳の名簿を提出されて
いることは認められない。銭湯「さくら湯」の閉業に伴い、中央公民館の建て
替えには入浴施設の設置を考慮に入れられたい。

松岡　まさゆき　議員

　令和5年度予算は、リニア中央新幹線の全線開通や西和医療センターの
移転を見すえた王寺駅周辺のまちづくり事業や畠田駅前広場整備などの都
市基盤の整備に関する取組のほか、住民の生命と財産を守るため、葛下内
水対策貯留池や泉の広場防災公園の整備、高齢者への外出支援としてタク
シー優待券事業の拡充、子ども医療費助成の対象年齢を高校生世代まで拡
大など､王寺町が将来に向けてより一層飛躍し､また住民の生活と生命を守
るための予算となっており、住民の声を幅広く反映されているものである。

王寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
反対討論 幡野　美智子　議員

　国保は低所得者が多く加入する医療保険で、4割が年金生活者等の無職、3割が非正規労働者である。その上、他の医療保
険よりも保険料が高く、負担は限界に達している。国費など投入することにより保険税を引き下げるしかない。応能負担原則に
沿って保険税の負担を求めつつ、患者負担を低額に抑えて、必要な医療を給付するのが公的医療制度の本来の在り方である。
本条例は激変緩和と称し、値上げを当然のこととしているため認められない。

賛成討論 北村　達夫　議員
　国民健康保険は、平成30年度から県単位化により、持続可能な財政運営や効率的な事業の展開など制度の安定化が図ら
れている。今回の保険税率改正案については、奈良県から示されている統一保険税率に着実に近づけ、かつ急激な負担増と
ならないよう基金を活用した王寺町独自の激変緩和措置を取ることによって、計画的、段階的に保険税率を見直しされている。

令和5年度王寺町
水道事業会計予算について
反対討論

賛成討論

小山　郁子　議員

　王寺町は100%県営水道から水道水
を購入しているため、県域水道一体化
に賛同するほか選択肢はないが、将来
のために貯め込まれた資金を統合によ
って全額供出されることは、納得でき
ない。住民に還元できるよう水道料金
の引き下げを求める。

　内部留保資金を活用し、老朽管更新
工事等の更新に充分な予算を計上さ
れ、飲料水の安定供給に尽力されてい
る。今後も企業の経済性を発揮し、独
立採算制をもとに企業努力をすすめら
れ、効率的な経営を一層図られること
を期待し、本予算は適正と認める。

北村　達夫　議員

令和5年度王寺町
介護保険特別会計予算について
反対討論

賛成討論

幡野　美智子　議員

　介護ニーズが確実に増加している
中、自助努力や互助に傾倒する政策誘
導を国は市町村に対して行っている。
介護を必要とする方の生活援助に制限
をかける給付抑制は、当事者の生活基
盤を揺るがし、介護支援に役立つもの
ではない。

　第8期王寺町介護保険事業計画及
び高齢者福祉計画の3年目の年で、介
護事業に必要な給付と介護予防事業
の強化に努める予算が計上されてい
る。また介護予防を図るとともに、特定
財源を確保することで、安定した介護
保険運営に努めようとされている。

大久保　一敏　議員

令和5年度王寺町後期高齢者
医療特別会計予算について
反対討論

賛成討論

幡野　美智子　議員

　本会計加入者のうち、994人の窓口
負担が2倍となる。これにより、受診控
えが発生し、重篤な病気になったり、手
遅れとなることが懸念される。よってこ
の医療制度は社会福祉充実に相反す
るものであるため、本予算に反対する。

　今後も医療費の更なる増加が見込ま
れる中、安定した事業運営のため、保険
料の適正な徴収と、被保険者の疾病予
防や早期発見を目的とした健康診査の
実施や人間ドック費用の一部助成等、
医療費適正化に向けた事業にも取り組
まれる予算となっている。

坂下　早苗　議員

2023年（令和5年）5月　王寺町議会だより　第145号
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一般会計令和5年度

を原案可決!

令
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年
度

　各
会
計
の
予
算
を
審
査

当
初
予
算
審
査

当初予算

令和5年度　一般会計・特別会計予算

令和5年度　水道事業会計予算

原案可決

新　規

新　規

原案可決

3
月
6
日
・
7
日

119億2,000万円

一般会計は、行政の基本的な経費、例えば福祉・教育・土木などに要する経費を、町税等を主な財源と
して経理する会計です。
特別会計は、事業目的を限定し、特定の歳入を特定の支出に充てて経理する会計です。
事業会計（企業会計）は、独立採算による特定の事業を経理する会計となっています。国の通知により、

王寺町では令和 5年度以降、下水道事業を特別会計から事業会計に変更されます。

　本紙では､令和5年度の予算概要・取組について、王寺町総合計画で掲げられている｢まちづくり目標（6項目）｣ごとに
整理を行い、主な新規事業を中心に抜粋して掲載しています。
　なお、町広報紙（王伸4月号）に挟み込みの町長の「施政方針」も合わせてご覧ください。

※〔　　〕内の数字は令和5年度予算額

令和5年度　予算概要

1.住民に開かれ自立するまちづくり
住民情報システム標準化対応〔2,087万 8千円〕

旧小学校（王寺小学校・王寺北小学校）跡地解体整備〔5,420万円〕

人権施策に関する基本計画策定〔328万円〕

➡住民記録や地方税等20業務について､国が作成する標準仕様書に準拠したシステムへの移行

➡「王寺町人権擁護に関する条例」に基づき基本計画を策定

会計名 令和5年度予算 令和4年度予算 前年度比

国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 医 療

令和4年度まで
下水道事業は
特別会計

6億3,642万9千円
7億1,920万9千円

2,093万円
4億7,551万円

10億2,800万2千円
10億2,800万2千円

2億7,113万円
5億6,838万5千円

6億4,687万7千円
6億686万3千円
3,949万5千円
3億355万3千円

113億3,400万円
24億4,100万円
4億7,100万円

20億2,986万円

119億2,000万円
24億1,700万円
4億7,700万円

20億7,248万円

105.2%
99.0%
101.3%

102.1%

98.4%
118.5%
53.0%
156.6%

介 護 保 険
（介護保険・介護サービス事業）

一 般 会 計

特
別
会
計

水
道
事
業
会
計

下
水
道
事
業
会
計

会計名 令和5年度予算 令和4年度予算 前年度比

収益的
収入

支出

収入

支出

収入

支出 -収入

支出

収益的

資本的

資本的

➡令和３年度末に廃校となった旧王寺小学校及び旧王寺北小学校の解体整備（有害物等含有調査業務・解体設計業務）

本会議トピックス
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新　規

新　規

2.快適で暮らしやすいまちづくり
王寺駅北・南エリアのまちづくり〔5億1,960万円〕

➡避難場所の把握や災害時の被害軽減を目的に、浸水想定箇所図を作成（令和6年度完成予定）。

➡王寺駅北側:旧中央公民館の解体、道路予備設計、ワークショップ運営支援
　王寺駅南側:王寺駅周辺地区まちづくり基本計画の策定、駅前広場の再整備に必要な調査。

雨水出水浸水想定区域図の策定（下水道事業会計）〔3,300万円〕

新　規

新　規

新　規

4.健やかに暮らせるまちづくり

地域活動支援センター〔1,001万8千円〕
➡障害者等の居場所づくりとしての環境を整備し､創作活動等を通じて、生活支援の促進を図る。

王寺町健康ステーション開設〔478万円〕

グリーンスローモビリティ支援〔96万円〕

新　規

新　規

6.活力とにぎわいのあるまちづくり
女性活躍推進プロモーション〔200万円〕

王寺町制施行100周年事業検討〔100万円〕

新　規

拡　充

新　規

5.人を育みみんなが学べるまちづくり
出産・子育て応援交付金事業〔3,073万2千円〕

子ども医療費等助成事業〔9,225万8千円〕

町立幼稚園登降園管理システムの導入〔175万円〕

新　規 教育活動の点検・評価事業〔465万4千円〕

新　規 総合型地域スポーツクラブマネージャー設置助成〔194万4千円〕

新　規 新テニスコート設計業務〔2,000万円〕

新　規

3.安全で安心に暮らせるまちづくり

葛下川堤防溢水防止対策〔1,572万1千円〕
いっすい

➡いずみスクエアと一体的な防災拠点として、また、平時は地域住民の憩いの場である公園として整備
　（令和6年度完成予定）。

➡葛下川溢水対策のための植栽桝設置、土のう更新。
泉の広場防災公園整備事業〔2億1,063万円〕

➡外出移動支援、地域の見守りなど地域福祉の充実につながる取組として、2年間の試験運行を支援。

➡健康寿命の延伸を目指して、「歩く健康づくり」の拠点を町直営で町民を対象として
　運営（りーべる王寺東館5階）。

➡子育て家庭に寄り添った相談や必要な支援につなぐ｢伴走型相談支援｣と、妊娠届出や出産届出を行った
　妊婦等に経済的支援を行う｢出産･子育て応援ギフト｣を一体的に実施。

➡総合学力調査：5～9年生を対象に基礎学力、活用力から生活面までの現状把握と推移の検証を行い、
　　　　　　　　指導の改善につなげる。
　デジタルドリル：5年生を対象に総合学力調査の結果を反映したデジタルドリル（国社算理）の先行導入。

➡「やわらぎトラスト」のクラブマネジメント強化。　

➡葛下3丁目にテニスコート等を整備。

➡デジタル分野への就労支援事業。

➡令和8年2月11日に迎える町制施行100周年に向けての記念事業を検討。

➡令和5年度から対象年齢を高校生世代まで拡大。ただし就労等により保護者の扶養から外れて、
　子ども自身が保険証を取得した場合は対象外。

➡欠席連絡等、幼稚園への連絡がスムーズになるシステムを導入し、保護者の利便性を向上。

2023年（令和5年）5月　王寺町議会だより　第145号

7



総
務
文
教
3
月
2
日
　補
正
予
算
・
条
例
制
定
・
条
例
改
正
を
審
査

【補正予算】
令和4年度王寺町一般会計補正予算（第8号）について 【全会一致 可決】

現在、地権者2名と交渉中である。第2期工事を予定している令和6年までに契約を行いたい。

泉の広場防災公園整備事業で減額となっているが、用地買収の見通しは?

　歳入歳出予算の総額からそれぞれ､3億2千786万2千円を減額し､総額を120億9千312万
2千円とするもの（歳入・歳出の増減については､主なものを掲載）。
【主な歳入】
　◦地方交付税（＋8千673万9千円）
　◦国庫支出金（＋7千660万8千円）
　◦繰入金（△1億8千704万1千円）
　◦町債（△3億8千200万円）　
【主な歳出】
　◦新型コロナウイルスワクチン接種事業（△2千969万5千円）
　◦葛下内水対策貯留池整備事業令和5年度事業の前倒し（＋2億9千600万円）
　◦畠田駅前線整備事業〔翌年度に組替〕（△2億5千531万3千円）
　◦泉の広場防災公園整備事業〔事業費確定による減、翌年度に一部繰越〕（△1億3千541万3千円）
　◦義務教育学校整備事業〔事業費確定による減、翌年度に一部繰越〕（△2億9千614万4千円）
　◦南公民館一般事務事業〔外壁・屋上防水改修工事等の事業費確定による減〕（△5千338万3千円）

【全会一致　可決】

【条例制定】

和のふるさと王寺町応援基金条例の制定について
【趣旨】
文化財の保存及び活用、観光の振興並びに王寺の魅力を高め、その発展に寄与する事業の推進を図
るため、基金を設置するもの。
【主な内容】
ふるさと納税の使途の選択肢を拡大し､広く寄附金を受け入れ､積み立てができるように基金を設置。
【施行日】　令和5年4月1日　※王寺町文化財保護基金条例は､令和5年4月1日に廃止。

【条例改正】

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例について
【趣旨】
　少子高齢化、生産年齢人口の減少が進む中、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつ
つ、知識、技術、経験などを継承することを目的とし、国家公務員について定年が段階的に引き上げ
られることに伴い、地方公務員についても国家公務員と同様の措置を講ずるもの。
【主な内容】
◦定年年齢の引上げ：現行の60歳から段階的に引上げ､令和13年度以降65歳を定年年齢とする｡
◦管理監督職勤務上限年齢（役職定年制度）の導入：60歳以後、非管理監督職に降任する。
◦給与の取扱い：60歳以後、適用されていた給与月額の7割水準となる。
◦引き上げられた定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務の職に採用（任
期は65歳まで）する。
【施行日】　令和5年4月1日

プロジェクトチーム等、特殊性のある職に就いている場合は、例外もあり得る。

役職定年制度とあるが、例外はあるのか?

【全会一致 可決】

委員会のうごき
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【補正予算】
令和4年度王寺町国民健康保険特別会計補正予算（第2号）について
歳入歳出予算の総額にそれぞれ､24万8千円を追加し､総額を24億5千545万3千円とするもの｡
【主な歳入】　県支出金〔特定健診等負担金分〕（+20万2千円）
【主な歳出】　保健事業費〔特定健診受診者増に伴う委託料増〕（+97万7千円）

令和4年度王寺町下水道事業特別会計補正予算（第1号）について
歳入歳出予算の総額にそれぞれ､1千701万1千円を減額し､総額を9億289万9千円とするもの。
【主な歳入】　使用料及び手数料〔下水道使用料決算見込による減〕（△787万8千円）
【主な歳出】　下水道総務費〔流域下水道維持管理負担金の確定による減〕（△1千140万4千円）

令和4年度王寺町介護保険特別会計補正予算（第2号）について
歳入歳出予算の総額にそれぞれ､9千812万1千円を減額し､総額を19億7千731万8千円とするもの｡
【主な歳入】　介護給付費交付金〔交付決定（見込）による減〕（△4千166万6千円）
【主な歳出】　施設介護サービス給付費〔介護老人福祉施設等　利用見込みの減〕（△7千517万円）

令和4年度王寺町水道事業会計補正予算（第1号）について
○収益的収入及び支出
　収益的収入の総額から774万5千円を減額し、総額を6億3千913万2千円とし、収益的支出の総
額から1千546万7千円を追加し、6億2千233万円とするもの。
○資本的収入及び支出
　資本的収入の総額から1千50万7千円を追加し、総額を5千万2千円とし、資本的支出の総額から
253万6千円を減額し、3億101万7千円とするもの。

【条例改正】
王寺町部落差別等あらゆる差別をなくすことを目指す条例の全部改正について

【趣旨】
　人権三法（障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法）の施行を受け、奈良
県でも人権擁護に関する2条例が施行された。王寺町においても、令和3年度に実施したアンケート
調査を反映し、人権擁護の取組を推進するため本条例の全部を改正するもの。
【主な改正内容】
　あらゆる人権侵害を解消し、全ての人の人権が尊重され、誰も傷つかない、誰も傷つけない、そし
て誰もが生きがいをもって生活できる地域社会の実現に向け、人権擁護に関する取組を推進する
ために必要な項目を条例に明文化。
【施行日】令和5年4月1日

王寺町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【趣旨】
　国が定める｢放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）｣の改正に伴
い、本条例の一部を改正するもの。
【主な改正内容】
　◦安全に関する事項についての計画（安全計画）を各事業所・施設において策定することを義務付け。
　◦バス送迎に当たって児童の所在確認を義務付け。
　◦業務継続計画策定等の努力義務化。
　◦感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の努力義務化。
【施行日】令和5年4月1日

3
月
3
日

【全会一致 可決】

【全会一致 可決】

【全会一致 可決】

【全会一致 可決】

【全会一致 可決】

【全会一致 可決】
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【補正予算】
令和4年度王寺町一般会計補正予算（第8号）について 【全会一致 可決】

現在、地権者2名と交渉中である。第2期工事を予定している令和6年までに契約を行いたい。

泉の広場防災公園整備事業で減額となっているが、用地買収の見通しは?

　歳入歳出予算の総額からそれぞれ､3億2千786万2千円を減額し､総額を120億9千312万
2千円とするもの（歳入・歳出の増減については､主なものを掲載）。
【主な歳入】
　◦地方交付税（＋8千673万9千円）
　◦国庫支出金（＋7千660万8千円）
　◦繰入金（△1億8千704万1千円）
　◦町債（△3億8千200万円）　
【主な歳出】
　◦新型コロナウイルスワクチン接種事業（△2千969万5千円）
　◦葛下内水対策貯留池整備事業令和5年度事業の前倒し（＋2億9千600万円）
　◦畠田駅前線整備事業〔翌年度に組替〕（△2億5千531万3千円）
　◦泉の広場防災公園整備事業〔事業費確定による減、翌年度に一部繰越〕（△1億3千541万3千円）
　◦義務教育学校整備事業〔事業費確定による減、翌年度に一部繰越〕（△2億9千614万4千円）
　◦南公民館一般事務事業〔外壁・屋上防水改修工事等の事業費確定による減〕（△5千338万3千円）

【全会一致　可決】

【条例制定】

和のふるさと王寺町応援基金条例の制定について
【趣旨】
文化財の保存及び活用、観光の振興並びに王寺の魅力を高め、その発展に寄与する事業の推進を図
るため、基金を設置するもの。
【主な内容】
ふるさと納税の使途の選択肢を拡大し､広く寄附金を受け入れ､積み立てができるように基金を設置。
【施行日】　令和5年4月1日　※王寺町文化財保護基金条例は､令和5年4月1日に廃止。

【条例改正】

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例について
【趣旨】
　少子高齢化、生産年齢人口の減少が進む中、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつ
つ、知識、技術、経験などを継承することを目的とし、国家公務員について定年が段階的に引き上げ
られることに伴い、地方公務員についても国家公務員と同様の措置を講ずるもの。
【主な内容】
◦定年年齢の引上げ：現行の60歳から段階的に引上げ､令和13年度以降65歳を定年年齢とする｡
◦管理監督職勤務上限年齢（役職定年制度）の導入：60歳以後、非管理監督職に降任する。
◦給与の取扱い：60歳以後、適用されていた給与月額の7割水準となる。
◦引き上げられた定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務の職に採用（任
期は65歳まで）する。
【施行日】　令和5年4月1日

プロジェクトチーム等、特殊性のある職に就いている場合は、例外もあり得る。

役職定年制度とあるが、例外はあるのか?

【全会一致 可決】

委員会のうごき
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王寺町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に
ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【趣旨】
　国が定める｢家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）｣の改正に伴い、本条例の一部を改正
するもの。
【主な改正内容】
　・安全に関する事項についての計画（安全計画）を各事業所・施設において策定することを義務付け。
　・バス送迎に当たって乳幼児の所在確認を義務付け。
　・併設する他の社会福祉施設の設備の共用及び職員の兼務を可能とする改正。
　・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の努力義務化。
　・家庭的保育事業者等の懲戒権限の濫用禁止に関する規定を削除※。
【施行日】　令和5年4月1日　※印の内容は公布の日（令和5年3月13日）。

王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【趣旨】
　国が定める｢特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども･子育て支援施設等の運営に関する基準
（内閣府令）｣の改正に伴い、本条例の一部を改正するもの。
【主な改正内容】
　・こども家庭庁設置法等の施行に伴い、「子ども・子育て支援法」及び「学校教育法」が改正されたことによる引用箇所の文言整理。
　・特定教育･保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所）の長等の懲戒権限の濫用禁止に関する規定を削除※。
【施行日】　令和5年4月1日　※印の内容は公布の日（令和5年3月13日）。

【全会一致 可決】

【全会一致 可決】

王寺町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について
【趣旨】
　子ども・子育て支援法の改正に伴い、本条例の一部を改正するもの。
【主な改正内容】
　こども家庭庁設置法等の施行に伴い、子ども・子育て支援法の改正において子ども・子育て会議の設置等を規定し
ている条文が削除されたことによる条ずれに伴う引用箇所の文言整理。
【施行日】　令和5年4月1日

【全会一致 可決】

王寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
【趣旨】
　健康保険法施行令の一部改正による出産育児一時金の見直しに伴い、本条例の一部を改正して、子育て世帯の負
担軽減を図るもの。
【主な改正内容】
　出産育児一時金の支給額を引き上げ、産科医療補償制度の掛金相当分とあわせて支給総額を50万円とするもの。
【施行日】　令和5年4月1日

王寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
【趣旨】
　奈良県から示された市町村ごとの令和5年度国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の確保及び令和6年
度の県内統一保険税率に段階的に近づけていくため、保険税率を改正するもの。
【主な改正内容】　下表のとおり保険税率改正

【全会一致 可決】

【挙手多数 可決】

【施行日】　令和5年4月1日

区　分

所得割
均等割
平等割

医療分
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

後期分 介護分

7.0%
26,200円
22,000円

7.3%
26,900円
21,000円

3.0%
10,400円
7,700円

3.2%
10,900円
8,000円

3.1%
17,200円

3.3%
18,800円

委員会のうごき

10



王寺町下水道事業の設置等に関する条例の制定について
【趣旨】
　・下水道事業は人口減少による使用料の減少やインフラの老朽化が大きな課題となっていることから、公営企業
会計を適用し自らの経営資産等を正確に把握する必要がある。
　・総務省から令和6年度までに特別会計から公営企業会計に移行するよう通知がされており、下水道事業に地方
公営企業法を適用するため、新たに条例を制定するもの。
【主な内容】
　・地方公営企業法の規定を下水道事業に適用　・王寺町下水道特別会計条例の廃止
【施行日】　令和5年4月1日

【補正予算】
【全会一致 可決】

令和4年度王寺町公共下水道事業及び
上水道事業の進捗状況

令和5年度王寺町公共下水道事業及び
上水道事業の計画

【報告事項】

県域水道一体化
【概要】
・奈良県広域水道企業団へ、大和郡山市の加入及び葛城市の脱退による基本計画の変更について報告を受ける。

新型コロナワクチンの接種状況及び今後の接種体制
【概要】
・令和5年2月21日時点での予約状況及び接種状況の説明を受ける（状況は日々更新されるため、内容は割愛）。
・令和5年度の接種体制、スケジュール等について、厚生労働省が示した方針について報告を受ける。
　※最新情報は、王寺町公式サイトに掲載。

高齢者タクシー優待券の拡充と高齢者優待入浴券の廃止

一般廃棄物処理施設（美濃園）整備工事の進捗

【令和4年度進捗率】43.4%
【令和5年度進捗率（予定）】97.9%
　※試運転：令和6年1月～単体、令和6年3月～無負荷、令和6年4月～実負荷を予定

令和4年度町内要望土木工事の進捗状況
【進捗率】　全体：98%
・内訳　道路新設改良工事：75%、舗装新設改良工事：100%、道路維持修繕工事：100%
　　　　　水路新設改良工事：75%、水路維持修繕工事：99%

完
　了

施
工
中

元町2丁目地内配水管改良工事[仮設][本設]1工区･2工区
前田橋架け替え工事に伴う配水管仮設工事
葛下2丁目地内配水管改良工事（その1）（その2）
葛下3丁目地内配水管移設工事
久度3丁目地内配水管改良工事　<進捗率：90%>
王寺2丁目地内配水管改良工事　<進捗率：90%>

状況 工事名 工事名 発注予定
久度1丁目地内配水管改良工事（仮設）（本設）
舟戸1丁目地内配水管改良工事（仮設）（本設）
王寺2丁目地内配水管改良工事
本町2丁目地内配水管改良工事（仮設）（本設）
本町3丁目及び元町2丁目地内配水管改良工事

（仮設）（本設1工区）（本設2工区）

上期

上期

下期

下期

【概要】
・高齢者タクシー優待券：従来の[400円券×24枚]を12枚増やし[400円券×36枚]とする報告を受ける。
・高齢者優待入浴券：入浴券の対象となる銭湯が令和5年6月末で閉業することから、令和5年度の交付枚数を
  30枚（従来は120枚）とし､6月末をもって高齢者優待入浴券事業を廃止するとの報告を受ける。
  ※3月議会の時点では上記のとおりでしたが、経営者の移行により4月18日をもって閉業となりました。それに
伴い、高齢者優待入浴券事業は廃止されています。
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王寺町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に
ついて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【趣旨】
　国が定める｢家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）｣の改正に伴い、本条例の一部を改正
するもの。
【主な改正内容】
　・安全に関する事項についての計画（安全計画）を各事業所・施設において策定することを義務付け。
　・バス送迎に当たって乳幼児の所在確認を義務付け。
　・併設する他の社会福祉施設の設備の共用及び職員の兼務を可能とする改正。
　・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止の努力義務化。
　・家庭的保育事業者等の懲戒権限の濫用禁止に関する規定を削除※。
【施行日】　令和5年4月1日　※印の内容は公布の日（令和5年3月13日）。

王寺町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【趣旨】
　国が定める｢特定教育･保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども･子育て支援施設等の運営に関する基準
（内閣府令）｣の改正に伴い、本条例の一部を改正するもの。
【主な改正内容】
　・こども家庭庁設置法等の施行に伴い、「子ども・子育て支援法」及び「学校教育法」が改正されたことによる引用箇所の文言整理。
　・特定教育･保育施設（幼保連携型認定こども園及び保育所）の長等の懲戒権限の濫用禁止に関する規定を削除※。
【施行日】　令和5年4月1日　※印の内容は公布の日（令和5年3月13日）。

【全会一致 可決】

【全会一致 可決】

王寺町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について
【趣旨】
　子ども・子育て支援法の改正に伴い、本条例の一部を改正するもの。
【主な改正内容】
　こども家庭庁設置法等の施行に伴い、子ども・子育て支援法の改正において子ども・子育て会議の設置等を規定し
ている条文が削除されたことによる条ずれに伴う引用箇所の文言整理。
【施行日】　令和5年4月1日

【全会一致 可決】

王寺町国民健康保険条例の一部を改正する条例について
【趣旨】
　健康保険法施行令の一部改正による出産育児一時金の見直しに伴い、本条例の一部を改正して、子育て世帯の負
担軽減を図るもの。
【主な改正内容】
　出産育児一時金の支給額を引き上げ、産科医療補償制度の掛金相当分とあわせて支給総額を50万円とするもの。
【施行日】　令和5年4月1日

王寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
【趣旨】
　奈良県から示された市町村ごとの令和5年度国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の確保及び令和6年
度の県内統一保険税率に段階的に近づけていくため、保険税率を改正するもの。
【主な改正内容】　下表のとおり保険税率改正

【全会一致 可決】

【挙手多数 可決】

【施行日】　令和5年4月1日

区　分

所得割
均等割
平等割

医療分
改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後

後期分 介護分

7.0%
26,200円
22,000円

7.3%
26,900円
21,000円

3.0%
10,400円
7,700円

3.2%
10,900円
8,000円

3.1%
17,200円

3.3%
18,800円

委員会のうごき
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な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、1
人
当
た
り
の
専
有

面
積
や
動
線
幅
の
縮
小
な

ど
、感
染
対
策
の
必
要
な
基

準
を
考
慮
し
つ
つ
、改
め
て

避
難
体
制
の
シ
ュ
ミ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
う
。今
後
、国

の
対
処
方
針
等
が
示
さ
れ

た
際
に
は
、速
や
か
に
体
制

を
構
築
で
き
る
よ
う
万
全

の
準
備
を
行
う
。そ
の
際
に

は
、検
温
や
手
指
消
毒
、適

切
な
マ
ス
ク
の
着
用
や
換

気
と
い
っ
た
基
本
的
な
感

染
症
対
策
を
行
う
こ
と
は

も
と
よ
り
、避
難
者
の
健
康

状
態
に
十
分
配
慮
し
、住
民

が
安
全
で
安
心
し
て
避
難

生
活
が
送
れ
る
避
難
所
運

営
体
制
の
構
築
を
目
指
し

て
い
き
た
い
。

【
要
望
】王
寺
町
に
お
い
て
、

避
難
し
た
人
々
が
遠
慮
な

く
様
々
な
意
見
が
言
え
る
、

ま
た
、生
活
環
境
が
行
き
届

い
た
避
難
所
運
営
を
切
に

要
望
し
ま
す
。

ペ
ー
ス
の
確
保
な
ど
、適
切

に
対
応
さ
れ
て
い
る
。ま
た

マ
ス
ク
や
ア
ル
コ
ー
ル
消

毒
液
、非
接
触
型
体
温
計
な

ど
の
備
蓄
を
進
め
、感
染
拡

大
防
止
に
も
努
め
て
こ
ら

れ
た
。そ
ん
な
中
、政
府
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け

住
民
が
安
全
で
安
心
し
て
避
難
生
活
が
送
れ
る

避
難
所
運
営
体
制
の
構
築
を
目
指
す

5
類
引
き
下
げ
後
の
避
難
所
運
営
は

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か

小山郁子 議員　
（日本共産党）

6月14日（水）　
　9時15分 議会運営委員会

　　10時00分 本会議（議事上程等）

6月15日（木）　
　　９時30分 本会議（一般質問）

6月16日（金）　
　９時30分 総務文教常任委員会

6月19日（月）　
　　９時30分 くらし環境常任委員会

6月22日（木）　
　　10時00分 議会運営委員会
　　10時30分 本会議

議会を傍聴してみませんか
（令和5年第2回定例会の予定）

場所:役場3階　協議会室
受付:協議会室前で受付し入場して下さい。
（開始5分前までに受付を済ませて下さい。）

各委員会

場所:役場3階　議場
受付:議場前で受付し入場してください。本会議

～～　　一　般　質　問　　～～

※変更の場合は、王寺町公式サイトでお知らせいたします。

議員が本会議で町の一般事務や将来に対する方
針などについて質問することです。
本紙では、質問及び答弁の要
旨を掲載いたします。なお、右
記のQRコードを読み取り、アク
セスいただきますと、一般質問
の会議録を閲覧することがで
きます。

傍聴について

Q & A
（質問議員　5名）

令和5年第1回定例会
（令和5年2月28日）

一般質問

一般質問
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こ
ど
も
園
へ
の
転
用
を
第
一

候
補
と
し
て
い
る
が
、学
識

経
験
者
や
保
護
者
等
で
構
成

す
る
子
ど
も・
子
育
て
会
議

で
議
論
し
て
い
た
だ
き
、検

討
を
進
め
て
い
く
。旧
王
寺

小
学
校
と
旧
王
寺
北
小
学

校
、旧
王
寺
幼
稚
園
の
3
施

設
の
跡
地
利
用
に
つ
い
て

は
、様
々
な
提
案
を
含
め
た

整
備
案
を
基
に
、地
域
住
民

の
皆
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
や
意
見

を
聴
く
機
会
を
持
つ
と
と
も

に
、適
時
適
切
な
議
会
へ
の

相
談
も
踏
ま
え
て
、整
備
を

当
面
は
大
阪
・
関
西
万
博
に
向
け
、自
治
体
、

観
光
協
会
の
連
携
を
さ
ら
に
強
化
し
た
い

現
在
進
め
ら
れ
て

い
る
観
光
事
業
に

お
け
る
周
辺
市
町
村
と
の

連
携
や
今
後
の
連
携
観
光

事
業
に
つ
い
て
伺
う
。

地
域
整
備
部
参
事

　観
光
事
業
の
連

携
は
、1
市
5
町（
大
和
郡

山
市
、平
群
町
、三
郷
町
、斑

作
成
に
よ
る
各
自
治
体
の

観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
の
連
携
③
県
内
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
モ
ー
ル
に
お
い
て

エ
リ
ア
内
の
地
域
産
品
コ

ン
テ
ス
ト
の
3
事
業
を
展

開
し
て
い
る
。コ
ン
テ
ス
ト

会
場
で
は「
全
国
だ
る
ま
さ

ん
が
こ
ろ
ん
だ
選
手
権
大

会
」等
、各
町
で
ユ
ニ
ー
ク

な
取
組
み
が
発
信
さ
れ
た
。

次
に
葛
城
修
験
日
本
遺
産

活
用
推
進
協
議
会
で
は
、和

歌
山
県
、奈
良
県
、大
阪
府

の
3
府
県
に
ま
た
が
る
20

市
町
村
が
連
携
し
て
お
り
、

①
葛
城
修
験
の
普
及
啓
発

活
動
と
し
て
、記
念
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
歴
史
リ
レ
ー
講

座
等
の
実
施
②
修
験
道
を

歩
い
て
も
ら
う
よ
う
、文
化

財
の
案
内
看
板
の
設
置
や

地
図
ア
プ
リ
を
活
用
し
た

「
28
経
塚
め
ぐ
り
」の
開
発

③
修
験
道
体
験
の
モ
デ
ル

コ
ー
ス
設
定
と
、モ
ニ
タ
ー

ツ
ア
ー
等
の
旅
行
商
品
の

開
発
の
3
事
業
を
展
開
し

て
い
る
。令
和
7
年
に「
飛

鳥
・藤
原
の
宮
都
と
そ
の
関

連
資
産
群
」が
世
界
遺
産
登

録
さ
れ
る
と
、明
神
山
頂
か

ら
は
6
つ
の
世
界
遺
産
が

眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
明
神
山
か

ら
の
歴
史
眺
望
を「
名
勝
」

と
し
て
指
定
さ
れ
る
よ
う

取
り
組
ん
で
い
く
。ま
た

「
み
ん
な
で
つ
な
ぐ
明
神
山

烽
火
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」や
西

安
寺
跡
、今
後
発
掘
予
定
の

片
岡
王
寺
跡
の
文
化
財
を

生
か
し
た
観
光
振
興
に
も

期
待
を
寄
せ
て
い
る
。こ
の

他
、今
年
の
法
隆
寺
地
域
の

仏
教
建
造
物
の
世
界
遺
産

登
録
30
周
年
、大
阪
･
関
西

万
博
に
向
け
W
E
S
T

　

N
A
R
A
広
域
観
光
推
進

協
議
会
の
取
り
組
み
を
通

じ
、自
治
体
、観
光
協
会
の

連
携
を
さ
ら
に
強
化
し
、地

域
の
観
光
振
興
に
つ
な
げ

た
い
。

鳩
町
、安
堵
町
、王
寺
町
）で

構
成
す
る「
W
E
S
T

　

N
A
R
A
広
域
観
光
推
進

協
議
会
」を
中
心
に
①
奈
良

交
通
バ
ス
乗
り
放
題
乗
車

券「
わ
ん
デ
イ
パ
ス
」で
エ

リ
ア
の
拡
大
運
行
②

W
E
S
T

　N
A
R
A
エ

リ
ア
の
広
域
周
遊
コ
ー
ス

観
光
事
業
に
関
す
る
広
域
連
携
に

つ
い
て

旧
王
寺
小
学
校
・
旧
王
寺
北
小
学
校
・

旧
王
寺
幼
稚
園
の
跡
地
利
用
は
?

様
々
な
提
案
を
含
め
た
整
備
案
を
基
に
、

適
切
な
整
備
を
進
め
て
い
く

閉
校
に
な
っ
た
旧
王

寺
小
学
校
・
旧
王
寺

北
小
学
校・旧
王
寺
幼
稚
園
の

跡
地
が
今
後
ど
う
な
る
の
か
、

多
く
の
住
民
が
関
心
を
持
っ

て
お
ら
れ
る
。そ
こ
で
、現
時

点
で
の
跡
地
利
用
の
考
え
を

伺
う
。

6
年
度
に
解
体
工
事
を
行

い
、解
体
後
の
跡
地
は
①
防

災
公
園
兼
駐
車
場
を
備
え
た

商
業
施
設
②
敷
地
全
体
を
防

災
広
場
・
イ
ベ
ン
ト
広
場
と

し
て
整
備
の
2
つ
の
案
が
あ

る
。ま
た
町
の
中
長
期
的
視

点
か
ら
の
活
用
方
策
と
し
て

文
化
財
展
示
施
設
や
役
場
庁

舎
の
移
転
候
補
地
な
ど
、片

岡
王
寺
跡
発
掘
調
査
の
状
況

に
応
じ
て
検
討
し
て
い
く
。

旧
王
寺
北
小
学
校
の
跡
地

は
、令
和
5
年
度
に
解
体
設

計
、令
和
6
年
度
に
解
体
工

事
を
進
め
る
予
定
で
あ
る

が
、民
間
企
業
か
ら
校
舎
を

福
祉
施
設
に
転
用
し
た
い
と

の
申
し
出
も
あ
る
こ
と
か

ら
、並
行
し
て
検
討
を
進
め

て
い
く
。旧
王
寺
幼
稚
園
の

跡
地
は
、近
年
、待
機
児
童
対

策
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ

と
か
ら
、民
間
に
よ
る
認
定

進
め
て
い
く
。

【
要
望
】跡
地
利
用
に
関
し

て
は
、住
民
か
ら
の
意
見
を

聴
く
機
会
を
適
時
設
け
て

い
た
だ
き
、出
さ
れ
た
意
見

を
反
映
し
て
い
た
だ
く
よ

う
要
望
す
る
。

町
長

　こ
れ
ら
の
跡

地
利
用
は
基
本
方
針

と
し
て
、①
公
共
目
的
で
の

活
用
②
民
間
活
力
の
導
入
③

有
利
な
財
源
確
保
で
の
町
の

負
担
軽
減
、こ
の
3
点
を
基

本
に
活
用
を
検
討
し
て
い

る
。旧
王
寺
小
学
校
は
令
和

5
年
度
に
解
体
設
計
、令
和

坂下早苗 議員　
（公明党）

北村達夫 議員　
（無所属）
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避
難
所
の
運
営
に

つ
い
て
は
、新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止

対
策
と
し
て
、3
密
を
回

避
す
る
た
め
の
十
分
な
ス

ペ
ー
ス
の
確
保
、避
難
者

の
受
け
入
れ
の
際
の
発

熱
・
咳
等
の
体
調
確
認
、症

状
が
あ
る
場
合
の
専
用
ス

に
つ
い
て
、5
月
8
日
か
ら

「
2
類
相
当
」か
ら「
5
類
」

へ
引
き
下
げ
る
と
の
方
針

を
出
し
た
。こ
れ
に
よ
り
今

後
の
避
難
所
の
運
営
は
ど

の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、現

時
点
で
の
考
え
を
伺
う
。

総
務
部
理
事

　現

時
点
で
は
、5
類

へ
の
引
き
下
げ
に
よ
る
災

害
時
の
避
難
所
運
営
に
つ

い
て
国
か
ら
の
指
針
が
示

さ
れ
て
い
な
い
。避
難
所
に

お
け
る
1
人
当
た
り
の
専

有
面
積
な
ど
の
避
難
体
制

に
つ
い
て
は
、段
階
的
に
コ

ロ
ナ
禍
前
に
近
づ
け
て
い

く
こ
と
を
検
討
す
る
が
、感

染
法
上
の
位
置
づ
け
が
変

更
さ
れ
て
も
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
へ
の
リ
ス
ク
が

な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、1
人
当
た
り
の
専
有

面
積
や
動
線
幅
の
縮
小
な

ど
、感
染
対
策
の
必
要
な
基

準
を
考
慮
し
つ
つ
、改
め
て

避
難
体
制
の
シ
ュ
ミ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
う
。今
後
、国

の
対
処
方
針
等
が
示
さ
れ

た
際
に
は
、速
や
か
に
体
制

を
構
築
で
き
る
よ
う
万
全

の
準
備
を
行
う
。そ
の
際
に

は
、検
温
や
手
指
消
毒
、適

切
な
マ
ス
ク
の
着
用
や
換

気
と
い
っ
た
基
本
的
な
感

染
症
対
策
を
行
う
こ
と
は

も
と
よ
り
、避
難
者
の
健
康

状
態
に
十
分
配
慮
し
、住
民

が
安
全
で
安
心
し
て
避
難

生
活
が
送
れ
る
避
難
所
運

営
体
制
の
構
築
を
目
指
し

て
い
き
た
い
。

【
要
望
】王
寺
町
に
お
い
て
、

避
難
し
た
人
々
が
遠
慮
な

く
様
々
な
意
見
が
言
え
る
、

ま
た
、生
活
環
境
が
行
き
届

い
た
避
難
所
運
営
を
切
に

要
望
し
ま
す
。

ペ
ー
ス
の
確
保
な
ど
、適
切

に
対
応
さ
れ
て
い
る
。ま
た

マ
ス
ク
や
ア
ル
コ
ー
ル
消

毒
液
、非
接
触
型
体
温
計
な

ど
の
備
蓄
を
進
め
、感
染
拡

大
防
止
に
も
努
め
て
こ
ら

れ
た
。そ
ん
な
中
、政
府
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け

住
民
が
安
全
で
安
心
し
て
避
難
生
活
が
送
れ
る

避
難
所
運
営
体
制
の
構
築
を
目
指
す

5
類
引
き
下
げ
後
の
避
難
所
運
営
は

ど
の
よ
う
に
な
る
の
か

小山郁子 議員　
（日本共産党）

6月14日（水）　
　9時15分 議会運営委員会

　　10時00分 本会議（議事上程等）

6月15日（木）　
　　９時30分 本会議（一般質問）

6月16日（金）　
　９時30分 総務文教常任委員会

6月19日（月）　
　　９時30分 くらし環境常任委員会

6月22日（木）　
　　10時00分 議会運営委員会
　　10時30分 本会議

議会を傍聴してみませんか
（令和5年第2回定例会の予定）

場所:役場3階　協議会室
受付:協議会室前で受付し入場して下さい。
（開始5分前までに受付を済ませて下さい。）

各委員会

場所:役場3階　議場
受付:議場前で受付し入場してください。本会議

～～　　一　般　質　問　　～～

※変更の場合は、王寺町公式サイトでお知らせいたします。

議員が本会議で町の一般事務や将来に対する方
針などについて質問することです。
本紙では、質問及び答弁の要
旨を掲載いたします。なお、右
記のQRコードを読み取り、アク
セスいただきますと、一般質問
の会議録を閲覧することがで
きます。

傍聴について

Q & A
（質問議員　5名）

令和5年第1回定例会
（令和5年2月28日）

一般質問

一般質問
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子
ど
も
の
将
来
が
そ
の
家
庭
の
経
済
状
況
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、適
切
に
判
断

経
済
的
に
困
難
な

子
育
て
世
帯
の
応

援
の
た
め
、就
学
援
助
制

度
の
対
象
を
生
活
保
護

基
準
額
の
1.
4
倍
に
拡

充
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

見
解
を
伺
う
。

教
育
総
務
部
長
　

本
町
に
お
け
る
就

援
助
に
つ
い
て
は
、申
請
に

基
づ
く
支
援
で
あ
る
こ
と

か
ら
、引
き
続
き
設
定
漏
れ

が
生
じ
な
い
よ
う
保
護
者

に
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い

く
。さ
ら
に
家
計
が
急
変

し
、現
在
の
生
活
状
態
が
困

窮
し
て
い
る
世
帯
に
つ
い

て
は
、随
時
、認
定
審
査
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
周
知
し
て
い
る
が
、さ
ら

に
徹
底
し
て
い
く
。

学
校
給
食
の
無
償

化
は
町
予
算
の
1
%

で
で
き
、全
て
の
子
育
て
世

帯
の
応
援
に
な
る
と
考
え

る
が
、見
解
を
伺
う
。

教
育
総
務
部
長
　

小
中
学
校
の
給
食

費
の
無
償
化
に
つ
い
て
は
、

令
和
3
年
12
月
議
会
の
一

般
質
問
に
お
い
て
、「
支
援

が
必
要
な
家
庭
に
は
就
学

援
助
制
度
に
よ
り
全
額
補

助
し
て
お
り
、限
ら
れ
た
予

算
の
中
で
施
策
全
体
の
緊

急
性
、優
先
度
を
見
極
め
た

う
え
で
財
源
の
配
分
を
行

う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
時
点
で
は
考
え
て
い
な

い
。」と
回
答
し
た
。現
在
、

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
や
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
食
材
料
費
の
価
格
高

騰
の
対
応
と
し
て
、今
年
度

学
援
助
制
度
の
認
定
基
準

は
個
々
の
生
活
状
態
等
に

配
慮
し
て
判
定
を
行
っ
て

お
り
、県
内
の
自
治
体
の
中

で
も
決
し
て
厳
し
い
も
の

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、現
時

点
に
お
い
て
、就
学
援
助
の

認
定
基
準
の
拡
充
は
考
え

て
い
な
い
。し
か
し
、就
学

就
学
援
助
制
度
の
対
象
は
生
活
保
護

基
準
額
の
1.
4
倍
の
世
帯
ま
で
拡
充
を

内
閣
府
よ
り
、通
園

バ
ス
の
置
き
去
り

等
事
故
防
止
策
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
、そ
れ

に
沿
っ
た
補
助
金
メ
ニ
ュ

ー
も
策
定
さ
れ
て
い
る
と

聞
い
て
い
る
。王
寺
町
に
お

け
る
防
止
策
と
具
体
的
な

取
組
に
つ
い
て
伺
う
。

全
装
置
に
は
主
に
2
種
類

あ
り
、①
降
車
時
、エ
ン
ジ

ン
停
止
後
に
警
報
を
発
し

て
車
内
に
置
き
去
り
が
な

い
か
確
認
を
促
し
、さ
ら
に

一
定
時
間
確
認
操
作
が
行

わ
れ
な
い
場
合
、車
外
に
も

警
報
を
発
す
る
と
い
う
も

の
。②
エ
ン
ジ
ン
停
止
か
ら

一
定
時
間
が
た
つ
と
、セ
ン

サ
ー
に
よ
る
自
動
検
知
を

開
始
し
、置
き
去
り
に
さ
れ

た
園
児
を
検
知
す
る
と
、車

外
に
警
報
を
発
す
る
と
い

う
も
の
。こ
れ
ら
の
装
置
を

町
立
幼
稚
園
、黎
明
保
育

園
、片
岡
の
里
こ
ど
も
園
が

所
有
す
る
送
迎
用
バ
ス
の

全
て
に
で
き
る
だ
け
早
い

時
期
に
設
置
す
る
予
定
。

降
車
時
エ
ン
ジ
ン
停

止
後
に
警
報
を
発
す

る
と
い
う
こ
と
だ
が
、具
体

的
な
仕
組
み
や
職
員
の
確

認
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
。

健
康
子
育
て
支
援

部
長
　
エ
ン
ジ
ン

停
止
後
に
発
す
る
警
報
を

止
め
る
た
め
の
ボ
タ
ン
が
、

車
両
後
部
に
取
り
付
け
ら

れ
て
お
り
、職
員
が
警
報
を

止
め
る
た
め
に
は
必
然
的

に
車
内
を
一
周
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
仕
組
み
と
な

っ
て
い
る
。さ
ら
に
警
報
停

止
操
作
が
一
定
時
間
行
わ

れ
な
か
っ
た
場
合
は
、車
外

に
向
け
非
常
事
態
を
知
ら

せ
る
警
報
を
発
す
る
装
置

と
な
っ
て
い
る
。

健
康
子
育
て
支
援

部
長
　
国
の
財
政

支
援
で
あ
る「
こ
ど
も
の
安

心・安
全
対
策
支
援
パ
ッ
ケ

ー
ジ
」を
活
用
し
、送
迎
用

バ
ス
に
装
備
を
義
務
づ
け

ら
れ
た
安
全
装
置
の
購
入

費
用
を
令
和
5
年
度
当
初

予
算
に
計
上
し
て
い
る
。安

国
の
財
政
支
援
を
活
用
し
、で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
安
全
装
置
を
設
置
す
る

通
園
バ
ス
の
置
き
去
り
防
止
策
と

取
組
は
?

幡野美智子 議員　
（日本共産党）

玉守数叔 議員　
（無所属）

学
校
給
食
の
無
償
化
・

負
担
軽
減
に
つ
い
て

は
国
の
地
方
創
生
臨
時
交

付
金
５
０
０
万
円
を
充
当

し
、保
護
者
の
方
へ
負
担
を

求
め
る
こ
と
な
く
対
応
し

て
い
る
。今
後
に
つ
い
て

は
、国
の
動
向
を
踏
ま
え
つ

つ
、さ
ら
に
総
合
的
に
子
育

て
支
援
施
策
を
推
進
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、学
校
給
食
の
無
償
化
に

つ
い
て
は
、国
、県
、町
が
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
を
ど
の
よ

う
に
果
た
し
て
い
く
の
か

を
十
分
見
極
め
た
う
え
で

判
断
し
て
い
く
。
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　３月22日（水）に奈良県市町村会館
にて開催された令和４年度奈良県町
村議会議長会総会において、中川 義弘
議員・楠本 勝議員の両名が、自治功労
者表彰（全国町村議会議長会表彰）を
受けました。
　この表彰は、町議会議員として、27
年以上、地域の進展のために尽力した
人に贈られるものです。

中川議員・楠本議員が表彰を受けました

1
日
　
奈
良
県
町
村
議
会
議
長
会
役
員
会

8
日
　
議
会
広
報
編
集
委
員
会

10
日
　
北
葛
城
郡
議
長
会
定
期
総
会・表
彰
式

13
日
　
全
員
協
議
会

16
日
〜
17
日
　
奈
良
県
町
村
議
会
議
長
会
役
員
県
外
研
修

20
日
　
議
会
運
営
委
員
会

21
日
　
葛
城
清
掃
事
務
組
合
議
会
定
例
会

22
日
　
例
月
出
納
検
査

24
日
　
議
案
説
明
会

27
日
〜
3
月
10
日
　
第
1
回
定
例
会・各
種
委
員
会

22
日
　
奈
良
県
町
村
議
会
議
長
会
定
期
総
会・表
彰

24
日
　
例
月
出
納
検
査

28
日
　
三
室
園
組
合
議
会

　
　
　
王
寺
周
辺
広
域
休
日
応
急
診
療
施
設
組
合
議
会

28
日
　
王
寺
周
辺
広
域
市
町
村
圏
議
長
会

29
日
　
奈
良
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
議
会
定
例
会

５
日
　
議
会
広
報
編
集
委
員
会

24
日
　
王
寺
町
議
会
議
員
当
選
証
書
付
与
式

24
日
　
当
選
議
員
へ
の
説
明
会

25
日
　
例
月
出
納
検
査

◆
議
会
の
お
も
な
動
き
◆

2
月

3
月

4
月

　４月2４日（月）、やわらぎ会館３階 
研修室にて、令和５年王寺町議会議員
選挙で当選された12人に当選証書が
付与されました。
　新たな議員は、 ４月30日から令和
９年４月29日の任期中、王寺町をより
良くするため議員活動を行います。
　12人の顔ぶれは、裏表紙に掲載して
います。

王寺町議会議員選挙当選証書付与式

2023年（令和5年）5月　王寺町議会だより　第145号
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子
ど
も
の
将
来
が
そ
の
家
庭
の
経
済
状
況
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、適
切
に
判
断

経
済
的
に
困
難
な

子
育
て
世
帯
の
応

援
の
た
め
、就
学
援
助
制

度
の
対
象
を
生
活
保
護

基
準
額
の
1.
4
倍
に
拡

充
す
べ
き
と
考
え
る
が
、

見
解
を
伺
う
。

教
育
総
務
部
長
　

本
町
に
お
け
る
就

援
助
に
つ
い
て
は
、申
請
に

基
づ
く
支
援
で
あ
る
こ
と

か
ら
、引
き
続
き
設
定
漏
れ

が
生
じ
な
い
よ
う
保
護
者

に
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い

く
。さ
ら
に
家
計
が
急
変

し
、現
在
の
生
活
状
態
が
困

窮
し
て
い
る
世
帯
に
つ
い

て
は
、随
時
、認
定
審
査
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
周
知
し
て
い
る
が
、さ
ら

に
徹
底
し
て
い
く
。

学
校
給
食
の
無
償

化
は
町
予
算
の
1
%

で
で
き
、全
て
の
子
育
て
世

帯
の
応
援
に
な
る
と
考
え

る
が
、見
解
を
伺
う
。

教
育
総
務
部
長
　

小
中
学
校
の
給
食

費
の
無
償
化
に
つ
い
て
は
、

令
和
3
年
12
月
議
会
の
一

般
質
問
に
お
い
て
、「
支
援

が
必
要
な
家
庭
に
は
就
学

援
助
制
度
に
よ
り
全
額
補

助
し
て
お
り
、限
ら
れ
た
予

算
の
中
で
施
策
全
体
の
緊

急
性
、優
先
度
を
見
極
め
た

う
え
で
財
源
の
配
分
を
行

う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
時
点
で
は
考
え
て
い
な

い
。」と
回
答
し
た
。現
在
、

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
や
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
食
材
料
費
の
価
格
高

騰
の
対
応
と
し
て
、今
年
度

学
援
助
制
度
の
認
定
基
準

は
個
々
の
生
活
状
態
等
に

配
慮
し
て
判
定
を
行
っ
て

お
り
、県
内
の
自
治
体
の
中

で
も
決
し
て
厳
し
い
も
の

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、現
時

点
に
お
い
て
、就
学
援
助
の

認
定
基
準
の
拡
充
は
考
え

て
い
な
い
。し
か
し
、就
学

就
学
援
助
制
度
の
対
象
は
生
活
保
護

基
準
額
の
1.
4
倍
の
世
帯
ま
で
拡
充
を

内
閣
府
よ
り
、通
園

バ
ス
の
置
き
去
り

等
事
故
防
止
策
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
が
作
成
さ
れ
、そ
れ

に
沿
っ
た
補
助
金
メ
ニ
ュ

ー
も
策
定
さ
れ
て
い
る
と

聞
い
て
い
る
。王
寺
町
に
お

け
る
防
止
策
と
具
体
的
な

取
組
に
つ
い
て
伺
う
。

全
装
置
に
は
主
に
2
種
類

あ
り
、①
降
車
時
、エ
ン
ジ

ン
停
止
後
に
警
報
を
発
し

て
車
内
に
置
き
去
り
が
な

い
か
確
認
を
促
し
、さ
ら
に

一
定
時
間
確
認
操
作
が
行

わ
れ
な
い
場
合
、車
外
に
も

警
報
を
発
す
る
と
い
う
も

の
。②
エ
ン
ジ
ン
停
止
か
ら

一
定
時
間
が
た
つ
と
、セ
ン

サ
ー
に
よ
る
自
動
検
知
を

開
始
し
、置
き
去
り
に
さ
れ

た
園
児
を
検
知
す
る
と
、車

外
に
警
報
を
発
す
る
と
い

う
も
の
。こ
れ
ら
の
装
置
を

町
立
幼
稚
園
、黎
明
保
育

園
、片
岡
の
里
こ
ど
も
園
が

所
有
す
る
送
迎
用
バ
ス
の

全
て
に
で
き
る
だ
け
早
い

時
期
に
設
置
す
る
予
定
。

降
車
時
エ
ン
ジ
ン
停

止
後
に
警
報
を
発
す

る
と
い
う
こ
と
だ
が
、具
体

的
な
仕
組
み
や
職
員
の
確

認
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
。

健
康
子
育
て
支
援

部
長
　
エ
ン
ジ
ン

停
止
後
に
発
す
る
警
報
を

止
め
る
た
め
の
ボ
タ
ン
が
、

車
両
後
部
に
取
り
付
け
ら

れ
て
お
り
、職
員
が
警
報
を

止
め
る
た
め
に
は
必
然
的

に
車
内
を
一
周
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
仕
組
み
と
な

っ
て
い
る
。さ
ら
に
警
報
停

止
操
作
が
一
定
時
間
行
わ

れ
な
か
っ
た
場
合
は
、車
外

に
向
け
非
常
事
態
を
知
ら

せ
る
警
報
を
発
す
る
装
置

と
な
っ
て
い
る
。

健
康
子
育
て
支
援

部
長
　
国
の
財
政

支
援
で
あ
る「
こ
ど
も
の
安

心・安
全
対
策
支
援
パ
ッ
ケ

ー
ジ
」を
活
用
し
、送
迎
用

バ
ス
に
装
備
を
義
務
づ
け

ら
れ
た
安
全
装
置
の
購
入

費
用
を
令
和
5
年
度
当
初

予
算
に
計
上
し
て
い
る
。安

国
の
財
政
支
援
を
活
用
し
、で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
安
全
装
置
を
設
置
す
る

通
園
バ
ス
の
置
き
去
り
防
止
策
と

取
組
は
?

幡野美智子 議員　
（日本共産党）

玉守数叔 議員　
（無所属）

学
校
給
食
の
無
償
化
・

負
担
軽
減
に
つ
い
て

は
国
の
地
方
創
生
臨
時
交

付
金
５
０
０
万
円
を
充
当

し
、保
護
者
の
方
へ
負
担
を

求
め
る
こ
と
な
く
対
応
し

て
い
る
。今
後
に
つ
い
て

は
、国
の
動
向
を
踏
ま
え
つ

つ
、さ
ら
に
総
合
的
に
子
育

て
支
援
施
策
を
推
進
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、学
校
給
食
の
無
償
化
に

つ
い
て
は
、国
、県
、町
が
そ

れ
ぞ
れ
の
役
割
を
ど
の
よ

う
に
果
た
し
て
い
く
の
か

を
十
分
見
極
め
た
う
え
で

判
断
し
て
い
く
。
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■
令
和
5
年
5
月
19
日
発
行

この用紙は再生紙を使用しています。
環境負荷が少ない植物油インキを
使用しています。

議員１２名の新たな顔ぶれ
①住所（連絡先）　②党派　③当選回数（敬称略・議席順）2023年（令和５年）５月11日現在

桝田 佳宏
① 久度2-3-1-102

② 日本維新の会

③ 初

丹下 豪
① 太子1-10-7

②日本維新の会

③ 初

山本 恵美
① 久度2-2-2-821

② 無所属

③ 初

中井 一喜

坂下 早苗
① 本町5-6-28

② 公明党

③２回

① 舟戸2-4-2

②日本共産党

③４回

大久保 一敏
①畠田3-10-2

② 無所属

③４回

松岡 成行
① 久度4-4-3

② 無所属

③ ６回

中川 義弘
① 畠田4-7-19

② 無所属

③ ８回

楠本 勝
① 元町1-5-52

② 無所属

③８回

幡野 美智子

沖 優子

①久度3-3-1

② 無所属

③ 初

①舟戸2-6-8

②日本共産党

③ ９回

① 明神2-16-10

② 無所属

③ ６回

小山 郁子

５月１１日に開会した令和５年第１回臨時会では、正副議長、各委員会委員などを選任・選出しました。
臨時会の議案と審議結果は、町公式サイトで公開しているほか、議会だより146号（８月19日発行）に掲載します。

町公式サイト


